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中部電力の浜岡原発Ｑ＆Ａ

Q6 原子力発電所の安全上重
要な施設は，地震によって発生
する応力が設計上の許容値を
超えると，ただちに壊れるのです
か。

（本文は中部電力ホームページより）



Ｓ２地震に対する“余裕”

安全上重要な施設の耐震設計で用いる応
力の許容値は，壊れる限界に対して余裕を
もたせて設定しています。

図に示すように，設計用限界地震(S2)に
よって発生する応力の許容値は，設計引張
強さＳu（これ以上力を加えると壊れる限界
の応力）の２／３にとどめ，余裕をもって設
定しています。

（本文は中部電力ホームページより）



Ｓ１地震に対する“余裕”

設計用最強地震(S1)によって発生する応力の
許容値は，さらに余裕を持って，弾性の範囲
（変形しても元の状態に戻る範囲）内に収まる
ように設定しています。

したがって，地震によって安全上重要な施設に
発生する応力が，仮に設計用最強地震(S1)や
Ｓ２の許容値を超えたとしても，ただちに壊れる
ことはありません。

（本文は中部電力ホームページより）
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機器・構造物の安全性の指標

安全率（安全係数）

Safety Factor
( S.F )



安全率とはなんだろう？

事故が起きたときよく耳にする釈明

本当は、４倍の荷重にも耐えら
れるように設計されていたのだ
が…

言いたいことは？

「安全率は４だったのに…」



安全率（S.F）を式で表すと・・・

S.F  = Wu ÷ Wmax

Wu : その部材が支えるこ
とのできる「極限荷重」

Wmax ： 設計上その部材
にかけることを許されている
「最大許容荷重」



荷重と応力について

Ａ 断面積１００㎟の棒に
１０トンの荷重

Ｂ 断面積１０００㎟の棒に
５０トンの荷重

強度的に厳しいのはどちらか？



重要なのは応力

Ａ： １0ｔｏｎ／１００㎟ ＝ １０ｋｇ／㎟

Ｂ： ５0ｔｏｎ／１０００㎟ ＝ ５ｋｇ／㎟

単位面積当たりの荷重（力）を
応力という

（単位はふつう ｋｇ／㎟）



鋼の「応力ひずみ線図」について

応 力 ＝ Ｐ ÷ Ａ

ひずみ ＝ ΔＬ ÷ Ｌ



鋼の応力ひずみ線図の例



低合金鋼の場合 オーステナイト系
ステンレスの場合



許容応力とはなにか？

• 発生応力の上限値（それ以上大きな応
力を発生させてはならない、という応力
制限値）

• 材料の種類によって変わる。

• 温度によって変わる



火力発電、化学プラントの許容応力

つぎのうちの小さい方
（ただしクリープ現象が起こらない温度範囲）

・ 最大引張り応力Ｓｕの４分の１

・ 降伏応力Ｓｙの８分の５



原発重要機器の許容応力

つぎのうちの小さい方

・ 最大引張り応力の３分の１

・ 降伏応力の３分の２



原発重要機器の許容応力

Sm = 1/3×Su Sm = 2/3×Syまたは



厳密な安全率の定義

S.F  = Su ÷ Sa

Su ： 材料の最大引張り応力

Sa ： 材料の許容応力



・ 原発の安全率は３

・ 火力発電、化学プラントは４

・ 原発は安全率が低く設定
されている



注意すべき問題

• 安全係数をなぜ４から３に落としたのか

・出力増大に伴う原発の大型化を避ける

・圧力容器の鋼が厚くなることを避ける

• 安全係数をなぜ４から３に落とせたのか

• 安全係数を落として問題はなかったか



安全係数をなぜ４から３に落とせたのか
（安全率低減に対する前提条件）

• 「解析による設計」（Design By Analysis）

・ 設計荷重や運転中の荷重によって機器に生じる
応力の詳細を「理論計算」で明らかにする

・ 考えられる損傷や破壊様式をすべてチェックする

• 材料、設計全般、製造、検査、などの
質を上げる（品質管理の徹底）



安全係数を落として問題はなかったか
（前提条件は妥当だったか）

• 設計時の応力解析がまったく信頼できない

→ 給水ノズル、制御棒駆動水戻りノズル、

などの熱疲労損傷事故が多発

• 材料の選択が不適切
→ 応力腐食割れ（ＳＣＣ）事故が多発



原子炉圧力容器熱サイクル図



• 運転状態Ⅰ
原発が正常に動作している状態（起動、停止、出力運転、夜
間低出力運転、高温待機、など）

• 運転状態Ⅱ
運転員の誤操作や機器の異常などによって正常な状態から
はずれた状態（タービントリップ、給水加熱器機能喪失、逃し
安全弁誤動作、など）

• 運転状態Ⅲ
正常状態からかなりはずれた状態でその状態の修復や損傷
部の修理のために緊急に運転を停止する必要がある状態
（過大圧力、再循環系停止ループ誤起動、再循環停止ルー
プ仕切り弁作動、など）。

• 運転状態Ⅳ
きわめて確率の低い仮想的事象（冷却材喪失事故、主蒸気
管破断事故、など）



運転状態と安全裕度 （その１）

• 運転状態はつぎの四つ
「通常状態」（運転状態Ⅰ）
「異常状態」（運転状態Ⅱ）
「緊急状態」（運転状態Ⅲ）
「損傷状態」（運転状態Ⅳ）

• 原発の設計の重要な特徴の一つは、
「運転状態」により 「安全裕度」 を変え

ていること。



運転状態と安全裕度 （その２）

・ 運転状態Ⅰ、Ⅱに対しては基本的に
安全率３をベースに設計している

・ 運転状態Ⅲに対しては発生応力
を降伏応力レベルまで許している

・ 運転状態Ⅳに対しては発生応力
が降伏応力を超えることを許し
ている



運転状態と安全裕度 （その３）

・ 運転状態Ⅳに対しては発生応力
が降伏応力を超えることを許し
ている

「俗に言う “壊れなければいい”
という発想」
――『原子力発電プラントの構造設計』より



地震荷重の安全評価方法

① S1地震動を運転状態Ⅰ、Ⅱと組み合わせる
→ 降伏レベルまで許容

② S1地震動を冷却剤喪失事故の直後を除き、
その後の運転状態と組み合わせる

→ 降伏レベルまで許容

③ S2地震動を運転状態Ⅰ、Ⅱと組み合わせる
→ 降伏することを許容



Pm


